
令和 2 年 1 月

令和 2 年度 令和 7 年度

１．事業概要 　*複数の施工地区を有する事業にあっては、施工地区ごとの状況が分かるよう記載すること。

（１）

（２） 土地造成状況等

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事　業　形　態　等

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

非適 事 業 開 始 年 度 S49

別添１１－１

能取工業団地宅地造成事業経営戦略

団 体 名 ： 北海道網走市

事 業 名 ： 能取工業団地造成事業

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託 －

 イ　指定管理者制度 －

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ －

職 員 数 １　人 事 業 の 種 類 臨海土地造成事業

施 工 地 区 網走市能取港町

267,379千円

ク 未 売 却 地 予 定 面 積 76,394㎡

ケ ㎡ 当 た り 未 売 却 地 予 定 単 価
（ キ / ク ） 3,500円/㎡

キ 事 業 費 回 収 率
（ （ エ ＋ キ ） × 100/ ア ） 119.08%

施 工 地 区 名 網走市能取港町

ア 総 事 業 費 3,530,000千円

イ 総 面 積 668,688㎡

ウ ㎡ 当 た り 造 成 予 定 単 価
（ ア / イ ） 5,279円/㎡

キ 未 売 却 地 予 定 代 金
*3

土地造成状況
（昭和51年度までに造成）
（令和7年度までに売却）

*1

元 利 金 債 発 行 状 況
（平成○年度ま でに償還）

発 行 額 累 計 円

造 成 地 処 分 状 況
（ 平 成 29 年 度 ）

※ 直 近 年 度 分 を 記 載

ア 売 却 代 金 163,456,139円

イ 売 却 面 積 60,443㎡

ウ ㎡ 当 た り 売 却 単 価
（ ア / イ ） 2,704円/㎡

*1 　造成が開始された地区であって処分が完了していない地区について記載すること。
*2 　売却済代金は平成31年3月31日現在の売却分まで反映。
*3　平成31年4月1日現在の未売却地で算出。
　　　一部売却済の土地については、当該土地の売却価格とすること。
　　　売却地については、財政健全化法施行規則第４条第２項に規定する評価を行った価額とすること。
　　　未売却地については、完成後の販売予定価格、財政健全化法施行規則第４条第２項に規定する評価を行った価額又は近傍類似の土地の
　 価格変動を勘案して帳簿価格を加減した額のいずれかの額とすること。

エ 売 却 済 代 金
*2 4,390,225千円

オ 売 却 済 面 積 419,694㎡

カ ㎡ 当 た り 売 却 済 単 価
（ エ / オ ） 10,460円/㎡



（３） 賃貸方式により造成地等を活用する場合における活用状況

２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

* 複数の施工地区を有する事業にあっては、施工地区ごとの内訳も作成すること。

（２） 土地造成・処分計画等について

* 土地処分が完了していない地区について、処分が完了するまでの造成実績・計画及び処分実績・計画を記載すること。

* 複数の施工地区を有する事業にあっては、施工地区ごとに作成すること。

小計

44,180

3

150,500

22,257

合計

66,437

3

233,573

0

* 複数の施工地区を有する事業にあっては、施工地区ごとの考え方がわかるよう記載すること。

①　収支計画のうち投資についての説明

令和6年度

造成実績・計画

　土地売却に向け、大規模区画（5,000㎡以上）を必要とする企業に対し、㎡単価の減額特例措置をアプローチをするとともに、既
存企業への買い増し促進を図る。
　また、庁内関係部署との連携・情報交換を強化し、企業誘致活動での土地売却を図る。

施 工 地 区 名

項　　　　目 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

処分実績・計画

造成面積（㎡）

売却単価（千円/㎡） 3 3 3 3 3

売却面積（㎡） 6,400 5,300 6,250 6,050 20,180

当該年度末（予定）未売却面積（㎡） 60,037 54,737 48,487 42,437 22,257

土地売却収入（千円） 21,000 17,500 21,000 21,000 70,000

造成実績・計画

項　　　　目 令和7年度

処分実績・計画

造成面積（㎡）

売却単価（千円/㎡） 3

売却面積（㎡） 22,257

当該年度末（予定）未売却面積（㎡） 0

土地売却収入（千円） 83,073

（３）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

　新たな投資は行わない。



②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

*2 複数の施工地区を有する事業にあっては、施工地区ごとの考え方・検討状況がわかるよう記載すること。

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

*1 （１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組につい
て、その内容等を記載すること。

既存の造成計画の見直しに関する事項

新規造成計画に関する事項

　収支差額赤字分については、土地売却収入以外は一般会計からの繰入金により赤字解消とする。

　職員給与費は一般会計からの繰入金で対応する。

（４）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合に
は、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて事業費回収率等の指標に係る目標値を記載す
ること。

賃貸方式による造成地活用に関する事項

民間の活力の活用に関する事項
（ＰＰＰ・ＰＦＩ など）

その他

土地処分の見通しに関する事項

その他

売却単価の設定に関する事項

繰入金に関する事項



③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４．公営企業として実施する必要性

*1 内陸工業用地等造成事業及び住宅用地造成事業について記載すること。

*2 複数の施工地区を有する事業にあっては、施工地区ごとの考え方がわかるよう記載すること。

【参考】「観光施設事業及び宅地造成事業における財政負担リスクの限定について（通知）」（平成23年12月28日付け総務副大臣通知）　抜粋

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

１　観光施設事業及び宅地造成事業（内陸工業用地等造成事業及び住宅用地造成事業に限る。以下同じ。）を新たに行う場合には、次の点に
　御留意いただきたい。
　(1)　地方公共団体が公営企業により実施するのではなく、第三セクター等、法人格を別にして事業を実施すること。
　(2)　事業を実施する法人においては、事業自体の収益性に着目したプロジェクト・ファイナンスの考え方による資金調達を基本とすること。
　(3)　法人の債務に対して地方公共団体による損失補償は行わないこと。
　(4)　法人の事業に関して、地方公共団体による公的支援（出資・貸付け・補助）を行う必要がある場合には、公共性、公益性を勘案した上で
　　必要最小限の範囲にとどめること。
３　既存の観光施設事業及び宅地造成事業についても、地方公共団体の財政負担のリスクを限定する観点から、１の手法の導入について
　御検討いただきたい。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　令和7年度で当該事業を完了としているが、事業継続となった場合は、「経営戦略」及び「投資・財政計画」
の更新及び見直しを行う。

委託費に関する事項

その他

公 営 企 業 と し て 実 施 す る 必 要 性

民間の活力の活用に関する事項
（指定管理者制度、ＰＰＰ・ＰＦＩ など）

職員給与費に関する事項


